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皆さまおはようございます。

本日は令和8年度の各種保険料率についてご案内させていただきます。
 
＜雇用保険料率＞　令和8年４月～　※下がります
令和７年度に続き、引き下げとなりました。４月に締める給与から、変更してください。

＜健康保険料率＞　令和8年３月～
都道府県によって保険料率が異なりますので、下記URLよりご確認ください。
３月分（４月納付分）より変更してください。

（けんぽ協会：令和8年度保険料額表）
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r8/ippan/R8_35yamag
uchi.pdf

https://kuwasr.benchurl.com/c/l?u=13A80064&e=1B1DC48&c=ED2CE&t=1&email=GX6mG%2FazzEmC%2FIpJ5IdXBQ%3D%3D&seq=1
https://kuwasr.benchurl.com/c/l?u=13A80064&e=1B1DC48&c=ED2CE&t=1&email=GX6mG%2FazzEmC%2FIpJ5IdXBQ%3D%3D&seq=1


 
＜介護保険料＞　令和8年３月～　※上がります
1.59％→1.62％となります。（被保険者負担0.81％）
介護保険第２号被保険者（４０歳から６４歳の被保険者）が対象です。

３月分（４月納付分）より変更してください。
 
＜厚生年金保険料＞　変更なし

2017年の引上げを最後に18.3％（被保険者負担9.15％）に固定されています。
 
＜子ども子育て拠出金＞　変更なし
 
＜労災保険料率＞　変更なし
 
＜子ども・子育て支援金＞　令和8年4月～　※※新設
0.23%（被保険者負担0.115％）
4月分（5月納付分）より控除が必要です。
詳しくは弊所メールマガジン2/20配信分をご確認ください。
 
ご不明点等ございましたら、お気軽に当事務所までご連絡ください。
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